
 

議案第２２８号 

指定管理者の指定について 

さいたま市営日進駅南口自転車駐車場等の指定管理者について、下記のとおり指定

したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に

より議決を求める。 

令和５年１１月２９日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

記 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称 
さいたま市北区日進町２丁目１１２５
番地２２ さいたま市営日進駅南口自転車駐車場 

さいたま市北区宮原町３丁目８２４番

地２ さいたま市営宮原駅東口自転車駐車場 

さいたま市北区土呂町１丁目６番地５ さいたま市営土呂駅西口自転車駐車場 

さいたま市見沼区東大宮５丁目６１番
地 

さいたま市営東大宮駅東口自転車駐車
場 

さいたま市北区日進町３丁目７２９番

地 さいたま市営宮原駅西口自転車駐車場 

さいたま市西区大字宝来１６４９番地

４ さいたま市営指扇駅南自転車駐車場 

さいたま市見沼区大和田町１丁目１３
８７番地１ さいたま市営大和田駅南自転車駐車場 

２ 指定管理者に指定する団体 

 ⑴ 所在地 東京都品川区西五反田４丁目３２番１号 

 ⑵ 名 称 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 

 ⑶ 代表者 代表取締役 下條 治 

３ 指定する期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 


